
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構
の
業
務
運
営
等
に
関
す
る
規
則 

（
保
健
福
祉
総
務
課
）　

　

一

 
告

示

〇
家
畜
伝
染
病
の
発
生 

（
畜　

産　

課
）　

　

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　

　

三

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

三

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

四

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

四

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　

　

四

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

五

 
規

則

　

地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構
の
業
務
運
営
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
号

　
　
　

地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構
の
業
務
運
営
等
に
関
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
の
規

定
に
基
づ
き
、
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構
（
以
下
「
法
人
」
と
い
う
。）
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務

及
び
会
計
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

第
二
条　

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　

一　

法
人
の
定
款
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項

　

二　

業
務
委
託
の
基
準

　

三　

競
争
入
札
そ
の
他
契
約
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　

四　

そ
の
他
法
人
の
業
務
の
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項

　

（
中
期
計
画
の
認
可
等
の
申
請
）

第
三
条　

法
人
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
中
期
計

画
（
以
下
単
に
「
中
期
計
画
」
と
い
う
。）
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
開
始
の
日
の
九
十
日
前
ま
で
に
、
申
請

書
に
当
該
中
期
計
画
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

法
人
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
の

内
容
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
中
期
計
画
に
定
め
る
事
項
）

第
四
条　

法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
七
号
の
規
則
で
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

　

一　

人
事
に
関
す
る
計
画

　

二　

医
療
機
器
及
び
施
設
設
備
に
関
す
る
計
画

　

三　

法
第
四
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
積
立
金
の
処
分
に
関
す
る
事
項

　

四　

そ
の
他
法
人
の
業
務
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

　

（
年
度
計
画
）

第
五
条　

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
年
度
計
画
に
お
い
て
は
、
中
期
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
当
該
事

業
年
度
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

法
人
は
、
前
項
の
年
度
計
画
を
変
更
し
た
と
き
は
、
当
該
変
更
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
を
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
各
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
の
報
告
）

第
六
条　

法
人
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業
年
度
の
終

了
後
三
月
以
内
に
、
当
該
事
業
年
度
の
年
度
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
ご
と
に
そ
の
実
績
を
記
載
し
た
報
告

書
を
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構
評
価
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

（
中
期
目
標
に
係
る
事
業
報
告
書
の
記
載
事
項
）
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第
七
条　

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
事
業
報
告
書
に
は
、
中
期
目
標
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
ご
と
に
、
当
該
中
期

目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
中
期
目
標
に
係
る
業
務
の
実
績
の
報
告
）

第
八
条　

法
人
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
中
期
目
標
の
期
間
の
終

了
後
三
月
以
内
に
、
当
該
中
期
目
標
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
ご
と
に
当
該
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の

実
績
を
記
載
し
た
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
財
務
諸
表
）

第
九
条　

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
及
び
地
方
独
立
行
政
法

人
会
計
基
準
注
解
（
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
二
百
二
十
一
号
）
に
定
め
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
及
び

行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書
と
す
る
。

　

（
財
務
諸
表
等
の
閲
覧
期
間
）

第
十
条　

法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

　

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
申
請
）

第
十
一
条　

法
人
は
、
法
第
四
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
中
期
目
標
の
期

間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

　

二　

前
号
の
金
額
を
財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
業
務
の
内
容

２　

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
（
以
下
「
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と

い
う
。）
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認

め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
十
二
条　

法
人
は
、
法
第
四
十
条
第
六
項
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
計
算

書
に
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書

そ
の
他
当
該
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事

業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書

を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
添
付
し
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
重
ね
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２　

前
項
の
納
付
金
は
、
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
七
月
十
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

（
短
期
借
入
金
の
認
可
等
の
申
請
）

第
十
三
条　

法
人
は
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

借
入
れ
又
は
借
換
え
を
必
要
と
す
る
理
由

　

二　

短
期
借
入
金
の
額

　

三　

借
入
先

　

四　

短
期
借
入
金
の
利
率

　

五　

短
期
借
入
金
の
償
還
の
方
法
及
び
期
限

　

六　

利
息
の
支
払
の
方
法
及
び
期
限

　

七　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

　

（
重
要
な
財
産
の
処
分
等
の
認
可
の
申
請
）

第
十
四
条　

法
人
は
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
財
産
の
内
容

二　

譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
財
産
の
予
定
価
格
（
適
正
な
対
価
を
得
て
す
る
売
払
い
以
外
の
方
法

に
よ
り
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
正
な
見
積
価
額
）

三　

譲
渡
の
対
価
、
担
保
の
提
供
に
係
る
債
権
の
価
額
そ
の
他
の
取
引
条
件

四　

譲
渡
又
は
担
保
の
提
供
の
方
法

五　

譲
渡
又
は
担
保
の
提
供
を
し
て
も
法
人
の
業
務
運
営
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
理
由

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

法
人
の
成
立
後
最
初
の
中
期
計
画
に
係
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
同
項
の
中
期

計
画
（
以
下
単
に
「
中
期
計
画
」
と
い
う
。）
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
開
始
の
日
の
九
十
日
前
ま
で
に
」
と

あ
る
の
は
、「
法
人
の
成
立
後
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
七
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類

　
　

ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

　
　

牛
（
黒
毛
和
種
）

三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数

　
　

患
畜　

一
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域

　
　

石
巻
市

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
二
月
八
日

六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
八
号

　

県
営
旧
迫
川
地
区
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

登
米
市
役
所
、
登
米
市
豊
里
総
合
支
所
、
登
米
市
米
山
総
合
支
所
、
登
米
市
南
方
総
合
支
所
及
び
涌
谷
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

白
石
市
小
原
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
福
岡
八
宮
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
刈
田
郡
蔵
王

町
遠
刈
田
温
泉
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
か
ん
養

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

白
石
市
福
岡
八
宮
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種
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次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
並
び
に
白
石
市
役
所
及
び
蔵
王
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

利
府
松
山
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
三
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

七
・
五
・
四
号　

大
年
寺
山
公
園

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

 
公

告
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商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
本
郷
土

建本
郷　

忠
一

有
限
会
社
タ
ク
テ

ム鈴
木　

卓
麻

株
式
会
社
テ
ク
エ

イ
ド
鹿
又　

幸
二

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

名
取
市
愛
島
笠
島
字
表
五

十
三

仙
台
市
太
白
区
富
沢
四
丁

目
九－

二
十
四

仙
台
市
青
葉
区
芋
沢
字
鹿

野
六
十
五－

一

建

設

業

許

可

番

号

般－

十
九

第
七
千
七
百
六

十
四
号

般－

十
九

第
一
万
六
千
六

百
四
十
八
号

般－

二
十

第
一
万
八
千
二

百
四
十
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
三
年

 

一
月
二
十
四
日

平
成
二
十
三
年

 

一
月
二
十
六
日

平
成
二
十
三
年

 

一
月
十
九
日

変

更

の

区

間

黒
川
郡
大
郷
町
粕
川
字
堀
南
二
番
六
地
先
か
ら

同
郡
同
町
粕
川
字
堀
北
一
六
番
三
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
四
・
〇
〜

 

一
七
・
三

一
四
・
五
〜

 

二
五
・
五

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

七
八
・
〇

七
八
・
〇

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

利
府
松
山
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

黒
川
郡
大
郷
町
粕
川
字
堀
南
二
番
六
地
先
か
ら

同
郡
同
町
粕
川
字
堀
北
一
六
番
三
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
三
年

 

二
月
二
十
二
日



〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
長
田
八
十
番
二
十
四
の
一
部

　

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
ヶ
谷
東
四
丁
目
十
三
番
八
号

 

コ
ス
モ
ス
ケ
ア
株
式
会
社　
　
　


